
布施小学校閉校に伴う御宿小学校保護者説明会議事録 

 

 

日時：令和５年７月２７日（木）  

 午後７時００分から７時３０分 

場所：御宿小学校体育館      

 

       

１．開会 

（事務局）本日は、お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。ただ今よ

り、布施小学校閉校に伴う御宿小学校保護者説明会を開催いたしま 

す。 

 

２．町長あいさつ 

（事務局）まず、はじめに御宿町長よりごあいさつ申し上げます。 

 

（町 長）本日は、お忙しい所、お集まりいただきましてありがとうございます。 

保護者の皆様には、日頃より、学校教育に対しご理解ご協力いただいておりますことに

心から感謝申し上げます。 

 さて、児童数の減少に伴いまして、布施学校組合立布施小学校につきましては、令和７

年３月３１日をもって閉校することとなりました。 

現在、布施小学校におきましては、全校児童２５名（御宿町在住児童２０名、いすみ市

在住児童３名、区域外就学で２名）で、２・３年生におきましては、複式学級での運営を

しております。 

布施小学校の閉校までの協議につきましては、一昨年の令和３年度から協議が進められ、

保護者の皆様、地域の皆様に様々なご意見を賜りながら進めてまいりました。今年に入り

まして、１月には、いすみ市長と協議をし、閉校の期日について合意をしたところでござ

います。 

御宿小学校の保護者の皆様におかれましては、既に新聞等で布施小学校の閉校の記事を

ご覧になった方も多いかと存じます。布施学校組合につきましては、御宿町といすみ市で

構成されている組合でございますので、閉校にあたり、組合を解消するとともに、御宿町

に住所のあるお子さんについては、御宿町立御宿小学校へ、いすみ市に住所がありますお

子さんにつきましては、いすみ市立東小学校へと学区が変更になります。 

 本日は、受け入れ先となります御宿小学校の皆様へお時間を頂戴いたしまして、説明会

を開催させていただきました。本来ですと、もう少し早く、ご説明の機会を設けるべきで

したが、夏休みに入ってしまいましたことにつきまして、お詫び申し上げます。 

布施小学校が閉校になり実谷・七本・上布施在住児童が御宿小学校へ登校することとな

りますと、御宿小学校の保護者の皆様におかれましては、いろいろな面でご心配な点等も

多くあると存じます。御宿小学校児童の環境変化への対応、新しくスタートすることとな

りますと、それまでの１年半の間の交流事業等の実施など、今後心配される事項につきま

しては、皆様方と十分に協議検討しながら進めてまいりたいと存じますので、皆様のご理



解ご協力をお願いいたします。 

 本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

３．内 容 

（事務局）それでは、早速内容にうつらせていただきます。 

布施小学校閉校に伴う御宿小学校の学区変更について事務局よりご説明申し上げます。 

 

（事務局説明） 

はじめに、御宿町におきましては、御宿小学校と布施小学校の統合ということで現在

まで進んできたところでございますが、御宿町内でみますと、御宿小学校と布施小学校

の統合なのですが、布施小学校は布施学校組合立となっておりまして、御宿町といすみ

市の負担金で運営している組合でございます。今回、布施小学校の閉校に伴いまして、

御宿町在住の児童は、御宿小学校へ、いすみ市在住の児童につきましては、東小学校へ

と登校することとなり、御宿町及びいすみ市では、それぞれ正式には、御宿小学校及び

東小学校の学区が変更になる手続きとなります。そのため、学区の変更という言葉を使

わせていただいておりますので、ご了承いただければと思います。 

それでは、資料に基づきまして、ご説明させていただきます。 

まず目的でございますが、布施学校組合立布施小学校の児童数の減少に伴い、教育活

動の制約が深刻化したため、子どもたちのためにより良い教育環境の整備を図ることを

目的とし、御宿小学校の学区を変更いたします。 

続きまして、布施小学校閉校に係るこれまでの経緯についてご説明します。 

一昨年の令和３年１０月に布施小学校の閉校についての協議を開始いたしました。 

同じ年の１１月に布施小学校臨時保護者会を開催し、令和５年度末での閉校で統廃合

を進める旨報告いたしましたが、保護者の皆様から急すぎるというご意見がございまし

て、期日については、白紙としてアンケートを実施いたしました。 

令和４年３月には再び臨時保護者会を開催し、児童生徒数の今後の見込みやアンケー

ト内容を報告し、保護者の皆様からご意見をいただきました。 

令和４年５月には、布施小学校保護者の皆様による「統合検討委員会」が発足しまし

て、７月には、「統合検討委員会」の皆様から布施小学校の統合については、令和６年度

末の３月３１日を希望している旨の報告をいただき、８月の臨時保護者会で保護者の皆

様へ閉校期日の確認をし、了承をいただいたものです。その後９月から１１月にかけま

して、区長の皆様を始め、布施小学校区地域の皆様へご意見を照会いたしました。 

今年に入りまして、１月には、布施学校組合管理者がいすみ市長と協議し、閉校期日

を令和６年度末の令和７年３月末とすることで、合意をしたところでございます。 

そして、２月には、保護者の皆様地域の皆様に、これまでの経緯や期日を報告したも

のです。 

以上が、布施小学校閉校に係るこれまでの経緯でございます。 

続いて、裏面につきましては、平松より説明いたします。 

 裏面を見ていただきまして、児童数及び学級数についてご説明申し上げます。 

令和５年７月１日現在の御宿小学校及び布施小学校の児童数になります。 

御宿小学校は１７１人、各学年１クラスずつの６学級です。布施小学校は、２５人、２



年、３年生が複式学級となっており、全部で４学級です。令和７年４月１日の見込み数

ですが、１６６人で、各学年１クラスずつの６学級の見込みです。３年生以上は、令和

５年７月１日現在の、御宿小学校と布施小学校の人数を足した児童数が基本的にスライ

ドしていく形になっておりますが、区域外就学等ですでに他の学校に行くと聞いており

ますお子さんについては数に含めていません。１・２年生は、現段階で御宿町に住所が

あるお子さんの数を記載しています。 

 

 続きまして、交流事業等についてですが、御宿小学校及び布施小学校においては、こ

れまでも交流学習会や乗船体験、自然観察会を例年実施しています。これらも交流会を

基本として検討してまいります。 

 

今後のスケジュールですが、８月中御宿小学校学区変更に伴う準備委員会を設置し、

協議を開始します。すでに、８月２日で日程を調整させていただいておりますが、両校

の PTAの代表の方、学校長、教頭、教務主任、事務職員と教育委員会において組織しま

す。 

協議内容といたしましては、交流事業の開催、学校生活等に関することとなります。 

組織といたしましては、学校経営部会では、学校行事や校務分掌に関すること、教育

課程部会では、教育計画に関すること、日課時刻表や月の行事予定、部活動や校内研

修、教材備品の確認・移動に関すること、交流活動や交流学習に関すること、学校施設

部会では、学校長集金に関することや管理備品、児童机・椅子、職員の机や椅子の移動

に関すること、PTA部会では、PTA役員会や PTA活動に関することなどをそれぞれの部会

に分かれて協議していきます。保護者の皆様におかれましてもご協力いただくこととな

りますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

また、この準備委員会で協議した内容につきましては、皆様に報告していきたいと考

えています。 

それから令和７年３月３１日布施小学校閉校、４月１日から新体制での御宿小学校ス

タートというスケジュールになっております。 

以上で説明を終わります。 

 

（事務局）保護者の皆様からご質問事項等ございましたら挙手にてお願いいたします。 

 

（保護者）今後の予定児童数で、４年生が３７人で一クラスになっていますが、これ

は、２クラスにはならないでしょうか。 

 

（事務局）千葉県で学級数の基準がございまして、３８名までは１クラスとなりまし

て、３９人から２クラスになります。 

 

（保護者）布施小学校の児童の登下校の方法は決まってらっしゃるのでしょうか。 

 

（事務局）現在のところスクールバスの運行を考えております。 

 



（保護者）保護者の送り迎えは全く考えていませんか。登下校時、雨の日は御宿小学校

のところがいっぱいです。教頭先生が雨の中誘導してくれて、何とか児童が入るので、

これからまた、何世帯数はわからないけど、世帯数全部、車の送り迎えがここまで来て

しまうと、苦痛ですし、いっぱいなので、子どもたちが登下校するのに、車の合間をぬ

ってしている状況なので、こうした状況を考えてルートを新しく作り直すとか、ロータ

リーを作りなおすなども一緒に考えていって欲しいと思います。 

 

（事務局）布施小学校から通われてくるお子さんに関しましては基本的にはスクールバ

スを利用していただくこととなりますが、雨の日の状況というのも私どもも聞いており

ますので、その辺は学校と保護者の皆様とご相談させていただきながら、ルールづくり

などを含めまして、今後検討していきたいと思います。 

 

（事務局）続いて、その他となりますが、保護者のみなさまから何かございますでしょ

うか。 

 

（保護者）今後の布施小の跡地の利用については、どのような予定とか決まっていらっ

しゃるのでしょうか。 

 

（事務局）小学校の跡地については、いすみ市と御宿町の両方の持ち物ですので、組合

の中で解消に向けて、どちらが使うということも含めて、中で使っている備品等もみん

な両方の負担金ですので、そういうことも含めて今後、検討が始まるようになります。 

 

（保護者）質問ではなくて、要望になるのですけれども、先ほど会長の方からもお話が

あったのですが、布施小の子の登校手段はスクールバスということだったのですけれど

も、布施小学校の子どもだけではなくて、今通っている御宿小の子たちもスクールバス

に乗せていただけるような方法か、スクールバスについても一日１本ではなくて何本も

運行していただくように、親の送迎がなくても学校に来れるような子を増やして欲しい

なと思っています。今回一緒に検討していただけたらと思っています。 

 

（事務局）ありがとうございます。 

 

（保護者）要望になりますが、布施小から来る子どもたちは、不安だと思いますので、

子どもたちのケアをしていただきたいのと、教室も昇降口はどこだろうかとか、職員室

もわかりませんので、子どもたちのケアをお願いしたいのと、親御さんたちも不安だと

思いますので、私も布施から今御宿にきていて、昇降口どこだろうとか職員室がどこだ

ろうといったことがあるので、御宿小の子が親身になってしっかり対応ができたらと思

います。何年生がどこから入るかもわからないので、事前にこういった流れになるよと

か、わかっているといいのかなと思います。子どもたちや親御さんたちのケアも流れ作

業ではなくやっていっていただけたらなと思います。布施まつりや運動会なども各学校

で今まで行ってきた行事等もやっていかなければならないのかなと思います。 

 



（事務局) ありがとうございます。 

 

（町 長）なかなか要望が多くできませんが、ご要望につきましては、しっかりと対応

していきたいと、とにかく環境が少し変わってきますので、また、いまおっしゃってい

ただきました、新たに布施小学校からこちらにくる子ども達、また、保護者のみなさん

通学のしっかりとしたご案内をしていきたいとおもっておりますので、 

本日は、もう少し大勢の皆様がお越しいただけるのかなと思いましたが、このような状

況でございますが、文書等でも結構ですので、ご要望等ございましたら、教育委員会の

方にお願いいたします。しっかりと対応していきたいと思いますのでよろしくお願いい

たします。 

 

（事務局）今日の資料等につきましては、後日ホームページ等に掲載させていただく予

定ですので、また、そちらを見て頂き、保護者の皆様お集まりになる機会で何かござい

ましたら、ご質問等よろしくお願いいたします。 

 

 

４．閉 会 

（事務局）以上持ちまして、布施小学校閉校に伴う御宿小学校保護者説明会を終了しま

す。 

 

ありがとうございました。 


